
高知市指定管理者審査委員会における審査結果について 

 

１ 対象施設    高知市春野あじさい会館 

 

２ 指定予定期間  平成 24 年 4 月 1日～平成 27 年 3 月 31 日（３年間） 

 

３ 募集方法    指名による 

 

４ 指名団体    社会福祉法人 高知市社会福祉協議会 

 

５ 審査結果 

⑴ 審査委員会開催日  平成 23 年 10 月 25 日（火）  

⑵ 審査方法    申請団体面接及び書類審査 

   申請団体から提出された書類の審査及び申請団体の面接を実施し，高知市公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に係る条例（平成 17 年条例第 69 号）第４条の規定による選定基準に基

づき３名の審査委員が採点を行った。 

 ⑶ 審査結果 

   得点      383 点（600 点満点） 

   主な評価内容 

    事業計画全体を通して，高知市の保健・福祉事業及び市民交流の拠点施設としての役割を

認識した内容となっている。 
 高知市社会福祉協議会は，本施設内の介護保険事業所の運営と相まって,春野地区の地域福

祉を推進する上で重要な役割を担える団体であると考える。 
 また，障害窓口業務等において慎重な取扱いが必要とされる個人情報に関しても規程の整

備等がされており，適切な対応ができるものと思われる。 
 

【高知市指定管理者審査委員会 審査集計表】 

高知市公の施設に係る指定管理

者の選定手続等に関する条例第

４条（指定候補者の選定等） 

評価項目 
配点 

(満点)

高知市社会

福祉協議会 

運営方法が，市民等の平等な利

用を確保することができること 

１ 指定管理者応募の動機 

２ 利用者の要望の把握 
90 50 

設置の目的に照らし，その管理

を効率的かつ効果的に行うこと

ができること 

３ 事業計画 

４ 今後の展望 
90 54 

管理を的確に遂行するに足りる

人的構成及び財産的基礎を有す

るものであること 

５ 事業者概要 

６ 運営体制 

７ 施設維持管理 

８ 利用者の安全確保 

150 99 

収支予算書の内容が，施設の管

理経費の縮減が図られるもので

あること 

９ 収支状況 90 56 

個人情報の取扱いを適正に行う

体制が整備されていること 
10 個人情報の保護 60 40 

市長等が施設の性質又は目的に

応じて定める基準 
11 福祉行政への貢献 120 84 

合         計 600 383 

 

６ 審査委員会委員 

                                                （敬称省略） 
 所属団体・役職名 氏 名 

委 員 長 高知市総務部副部長 横田 寿生 

副委員長 高知市財務部副部長 片岡 照敏 

委  員 高知市健康福祉部副部長 宇都宮 孝志

 


